
奈
良
県
小
規
模
企
業
振
興
基
本
条
例

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
地
域
に
お
い
て
小
規
模
企
業
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
小
規
模
企

業
の
振
興
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
小
規
模
企
業
の
事
業
の
成
長
発
展
又
は
持
続
的
な
発
展
を

促
す
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
交
流
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て

県
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
小
規
模
企
業
者
」
と
は
、
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
で
、
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の

を
い
う
。

２
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
小
規
模
企
業
支
援
団
体
」
と
は
、
商
工
会
、
商
工
会
議
所
、
中
小
企
業
団

体
中
央
会
、
地
域
金
融
機
関
そ
の
他
の
小
規
模
企
業
を
支
援
す
る
組
織
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条
小
規
模
企
業
の
振
興
は
、
経
営
の
向
上
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
意
欲
及
び
自
主
自
立
の
精
神
を

持
つ
小
規
模
企
業
者
に
よ
る
不
断
の
努
力
を
前
提
と
し
、
地
域
の
需
要
等
を
捉
え
適
時
に
自
由
な
発

想
に
よ
る
独
自
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
、
提
供
で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
小
規
模
企
業
の
特

性
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
小
規
模
企
業
の
振
興
は
、
企
業
集
積
の
少
な
い
本
県
に
お
け
る
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
に
県

内
企
業
の
大
多
数
を
占
め
る
小
規
模
企
業
の
活
力
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
活
力
が
最
大

限
に
発
揮
さ
れ
る
た
め
の
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
小
規
模
企
業
の
事
業
の
成
長
発
展
又

は
持
続
的
な
発
展
を
促
す
よ
う
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
小
規
模
企
業

の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
小
規
模
企
業
者
、
国
、
他
の
都
道
府
県
、
市
町
村
、
小
規
模
企

業
支
援
団
体
、
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
等
と
緊
密
に
連
携
し
て
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る

施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
五
条
県
は
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。



一
事
業
の
成
長
発
展
又
は
持
続
的
な
発
展
に
必
要
と
な
る
情
報
、
技
能
等
を
体
系
化
し
、
そ
の
普

及
を
図
る
こ
と
。

二
小
規
模
企
業
に
と
っ
て
参
入
が
困
難
な
海
外
、
首
都
圏
等
に
お
け
る
商
談
の
機
会
の
確
保
及
び

情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
を
支
援
し
、
新
た
な
販
路
の
開
拓
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

三
顧
客
が
認
め
る
価
値
の
獲
得
に
向
け
た
独
自
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
改
良
等
へ
の
不
断
の
努

力
を
支
援
し
、
着
実
な
事
業
化
に
つ
な
が
る
よ
う
、
そ
の
付
加
価
値
の
創
出
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

四
事
業
に
有
用
な
情
報
、
技
能
等
の
取
得
又
は
そ
の
承
継
の
円
滑
化
に
係
る
支
援
に
よ
り
、
総
合

的
な
経
営
力
を
備
え
た
経
営
者
、
後
継
者
そ
の
他
幅
広
い
人
材
の
育
成
及
び
確
保
を
図
る
こ
と
。

五
情
報
の
提
供
、
研
修
の
開
催
等
に
よ
り
、
創
業
へ
の
意
欲
の
高
い
者
、
特
に
女
性
、
青
年
又
は

高
齢
者
に
よ
る
創
業
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

六
経
営
の
向
上
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
小
規
模
企
業
者
に
対
す
る
資
金
の
供
給
の
多
様
化
及
び
円
滑

化
を
図
る
こ
と
。

七
ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た
商
業
の
活
性
化
へ
の
多
様
な
主
体
の
参
画
を
促
し
、
並
び
に
こ

れ
ら
の
者
の
連
携
及
び
協
働
に
向
け
た
媒
介
の
役
割
を
担
い
、
各
地
域
の
消
費
の
活
性
化
を
図
る

こ
と
。

八
少
な
い
人
材
で
小
規
模
企
業
を
支
え
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
仕
事
と
家

庭
の
両
立
等
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
働
き
方
の
改
善
及
び
従
業
員
の
待
遇
改
善
の
促

進
を
図
る
こ
と
。

（
小
規
模
企
業
者
の
努
力
等
）

第
六
条
小
規
模
企
業
者
は
、
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
に
即
応
し
て
そ
の
事
業
の
成
長
発
展
又
は

持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
自
主
的
に
円
滑
か
つ
着
実
な
事
業
の
運
営
を
行
い
、
経
営
を
向
上
さ

せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
小
規
模
企
業
支
援
団
体
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

小
規
模
企
業
の
振
興
に
主
体
的
な
役
割
を
発
揮
し
つ
つ
、
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３
大
企
業
そ
の
他
の
小
規
模
企
業
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
に
関
し
小
規
模
企
業
と
関
係

が
あ
る
も
の
は
、
県
が
行
う
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
す
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
民
の
理
解
と
協
力
）

第
七
条
県
民
は
、
小
規
模
企
業
の
振
興
が
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
交
流
の
促



進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
県
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の
事
業
の

成
長
発
展
又
は
持
続
的
な
発
展
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
八
条
県
は
、
第
五
条
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た

め
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


